
錦 江 町 農 業 委 員 会 ７ 月 総 会 議 事 録 

 

 

○ 開催日時 令和元年７月２５日（木） 午後１時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 会議室 

○ 出席委員（農業委員１５人、農地利用最適化推進委員９人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  鈴  一麿 

委員      ３番  鍋  康博 

〃       ４番  鳥越 秀一 

〃       ５番  徳永 哲朗 

〃        ６番  坂元 博美 

〃       ７番   寺田 郁哉 

〃       ８番  安水 純一 

〃       ９番  元丸 敏朗 

〃      １０番  貫見 和洋 

〃      １１番  毛下 利美 

〃      １２番  内薗 雄治 

〃      １３番  宿利原 進 

〃      １４番  本釜 好子 

〃      １５番  平原  榮 

 

農地利用最適化推進委員 

〃      内薗 政文 

〃      山中 徹 

〃      水流 佳文 

〃      竹原 政洋 

〃      安水 峯晴 

〃      西川 健児 

〃      折小野 道男 

〃      横原 利己 

〃      弓指 義洋 

    

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子 

  



○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

議案第１９号  農地法第３条許可申請について 

 

議案第２０号  農地法第４条許可申請について 

 

議案第２１号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

         用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

  



議 長  只今より令和元年７月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の出席は全員であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により、

総会は成立していることをお知らせします。 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の

会議録署名委員に８番 安水委員と９番 元丸委員を指名いたしますので、よろ

しくお願いします。 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

 

全委員 （発言なし） 

 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

議 長 先ず、議案第１９号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第１９号について説明します。 

先ず、受付番号１１号の譲渡人は、Ｍ・Ｍ子さん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は馬場字笹原４４９２番４、地目は畑、地積は２８０㎡となってい

ます。 

譲受人はＳ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員４名、労働力４名、自作地５１，０８５

㎡、小作地１５２，４６４㎡で、甘藷、茶を主体とした経営をされています。

農業機械等の所有状況は、トラクター４台、トラック３台、掘り取り機、管

理機各２台となっています。 

この件の担当調査員は、２番 鈴委員です。 

以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、２番 

鈴委員お願いします。 

２ 番 

鈴 委員 

 はい。Ｍ・Ｍさんは、元々Ｓのど真ん中の公民館の直ぐ隣りにいらっしゃっ

た方で、今、息子さんのところ、Ｋ市に居住をされています。ここの家が空家

になっていた訳ですが、これをＳ・Ｋさんが譲り受けられまして、その空家に

付随する農地が、この２８０㎡という畑が付いていた訳ですけれども、これま

で一緒に買ってくれというようなことで、ただでも良いからということでした

けれども、ただというのも無かろうということで○万円で譲り受けられたとこ

ろでございます。説明は以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第１９号を採決します。 

お諮りします。 

議案第１９号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１９号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第２０号 農地法第４条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第２０号について説明いたします。 

受付番号２号については、農業用施設建設、畜舎建設のための申請となっ

ています。 

受付番号２号の申請者は、Ｎ・Ｆさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字四本松３６３４番７、地目は畑、地積は１，６６２㎡

となっています。 

７頁から１０頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お



目通しをお願いいたします。 

この件の担当調査員は、西川推進委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、西川推

進委員お願いいたします。 

 

西 川 

推進委員 

いま、申請の説明がありましたけれども、現地は南隅砕石の近くで、もう建

物自体は建っているんですが、登記の申請がちょっと時間がかかったものです

から今回の申請になりました。何ら周りにも問題は無いと思いますので、審査

の方をよろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２０号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２０号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２０号については、原案のとおり決定しました。 

議 長 次に、議案第２１号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題

とします。お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は４筆の利用集積計画について審議しなければ

なりませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を２回に分けて行

い、その都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 



議 長 異議なしと認めます。 

それでは、先ず、議案第２１号のうち、受付番号１１０号から１１２号 

までを議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２１号のうち、受付番号１１０号から１１２号までについ 

て説明します。  

先ず、受付番号１１０号の貸し人はＫ・Ｎさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字崩原３８０４番１、地目は畑、地積は５，１２５㎡のうち

３，０００㎡となっています。貸付期間は令和元年７月２６日から令和４年１

２月１４日までで、小作料金は３，０００円となっています。 

借り人はＫ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。Ｋ・Ｋさんの経営状況は、世

帯員２名、農業従事者１名、現在、自作地、小作地はありません。今後、露地

野菜を主体として経営される予定です。農業機械の所有状況は、トラクター１

台となっています。 

この件の担当調査員は、２番 鈴委員です。 

 

次の受付番号１１１号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字久木野５１７７番１３、地目は田、地積は１，４６０㎡と

なっています。貸付期間は令和元年８月１日から令和４年１２月１４日まで

で、使用貸借のため小作料金は発生しません。 

借り人はＯ・Ｈさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｏ・Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、自作地２９，２１

７㎡で、水稲、露地野菜を主体として経営されています。農業従事日数は１６

０日で、農業機械の所有状況は、トラクター・軽トラック・管理機各１台とな

っています。 

この件の担当調査員は、６番 坂元委員です。 

 

次の受付番号１１２号の貸し人はＫ・Ｅさん、Ｍ町在住の方です。 

申請地は田代川原字堂ノ後５６１８番２、地目は田、地積は４５０㎡となっ

ています。貸付期間は令和元年７月２６日から令和１０年１２月１４日まで

で、小作料金は２，２００円となっています。 

借り人はＫ・Ｔさん、Ｕ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｔさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、小作地４８，７８

５㎡で、水稲、露地野菜を主体として経営されています。農業従事日数は３０

０日で、農業機械の所有状況は、トラクター・乾燥機各３台、田植機・コンバ

イン・畝立機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１０番 貫見委員です。 



以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願

いします。 

先ず、受付番号１１０号について、２番 鈴委員お願いいたします。 

 

２ 番 

鈴 委員 

はい。１１０号について説明いたします。この借り人のＫ・Ｋさんですが、

Ｋ市から、ついこの頃池田の川南の方に農業がしたいということで移住をされ

てこられた方でございまして、聞くところによると、ゴボウとネギを作りたい

というような希望でした。それで畑を借りたいということで、特に毛下方面と

いうことになっておりましたので、このＫ・Ｎさんが、直ぐ自分の家の上に畑

を持っていらっしゃるんですが、もう高齢のためにもう何も作れないというこ

とでございましたので、今回、借りるように契約をした所でございます。未だ

Ｋさんは若い方で、奥さんは何か鹿児島の天文館の方にヨガのインストクタク

タ―ということで通勤をされていらっしゃるということでございますけれど

も、私も本人について非常に気持ちのいい好青年でございましたけれども、詳

しいことは良く存じておりません。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１１１号について、６番 坂元委員お願いいたします。 

６ 番 

坂元委員 

はい。１１１号について報告します。この借り人はＯ・Ｈさんで、新規の使

用貸借による利用権設定であります。この農地は、今回の貸し人のお父さん名

義で、作物の作付こそ今ありませんけれども、耕運や畦畔の草刈り等の管理は

続けてこられております。借り人のＯさんは、茶、水稲、カボチャを生産する

農家で、この農地にはカボチャを植えるとのことでした。農作業機械等も揃っ

ていて、耕作されている農地は、どこも綺麗に管理されていて、何ら問題は無

いと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１１２号について、１０番 貫見委員お願いいたします。 

１０番 

貫見委員 

はい。１１２号の借り人のＫ・Ｔさんは若者で、水稲と園芸を主体に耕作さ

れております。この土地は、この土地の周辺を前から作っていらっしゃったの

で、隣接地ということで今回利用権を結んでということでございました。認定

新規農業者でもあるし、錦江町の定める要件はクリアしていると思いますの

で、何ら問題は無いと思いますので、よろしくお願いします。 



議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１  

宿利原委員 

 

Ｋさんは、前、安水委員が、ハウスが無いかと言われていた方はこの人。 

８ 番  

安水委員 

はい。同じ人です。 

議 長 他にありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２１号のうち、受付番号１１０号から１１２号までを採決

します。 

お諮りします。 

議案第２１号のうち、受付番号１１０号から１１２号までについては、原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２１号のうち、受付番号１１０号から１１２号まで

については、原案のとおり決定しましした。 

 

議 長  ここで、弓指推進委員の退席を求めます。 

「弓指推進員 退席」 

議 長 次に議案第２１号のうち、受付番号１１３号についてを議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２１号のうち、受付番号１１３号について説明します。  

受付番号１１３号の貸し人はＨ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は田代川原字上荻ノ隅５６番、地目は田、地積は１，１２１㎡となっ



ています。貸付期間は令和元年８月１日から令和６年１２月１４日までで、小

作料金は米（籾）３５ｋｇで１俵となっています。 

借り人はＵ・Ｙさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｕ・Ｙさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地１，７１９

㎡、小作地３９，０７８㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされていま

す。農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター・コンバ

イン・乾燥機・田植機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１０番 貫見委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、 

１０番 貫見委員お願いします。 

 

１０番 

貫見委員 

はい。１１３号の借り人はＵ・Ｙさん。皆さんご存知のように推進委員であ

られます。この土地は以前からずっと耕作されておりまして、今回、利用権を

結ぶということで、ここに上がって来たところでございます。Ｕさんは認定農

業者でもあるし、町が定める要件はクリアしていると思われますので、何ら問

題は無いかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２１号のうち、受付番号１１３号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２１号のうち、受付番号１１３号については、原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２１号のうち、受付番号１１３号については、原案

のとおり決定しましした。 

 



 

 

 ここで、弓指推進委員の入室を求めます。 

「弓指推進員 入室」 

議 長 

 

以上で、令和元年７月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 

 

 

 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 

 

会  長 

 

                          ８ 番 

 

                          ９ 番 

 

議事録調整者 窪 和人 

 

 

 


